
　
令
和
８
年
１
月
１
日
現
在
、
町
内

在
住
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
人

▽
個
人
で
事
業
や
農
業
を
営
ん
で
い
る

▽
年
末
調
整
が
済
ん
で
い
な
い

▽
地
代
や
家
賃
収
入
、配
当
金
な
ど
、

給
与
所
得
以
外
の
所
得
が
あ
る

▽
個
人
年
金
や
生
命
保
険
の
満
期
保

険
金
な
ど
を
受
け
取
っ
た

▽
扶
養
控
除
や
社
会
保
険
料
控
除
、

　
医
療
費
控
除
な
ど
を
受
け
る

対
象
と
な
る
人

遠
賀
町
で
受
け
付
け
る
こ
と
が

で
き
な
い
人

申告日程・場所

9:00 ～ 11:30 、13:00 ～ 16:00
※土・日曜日、祝日を除く

遠賀町中央公民館 ２階 視聴覚室

2/16　　3/16（月）～　　　　　（月）

月 日・曜日 対象地区（対象者）
税理士出張
相談日（★）

2

16 月
所得税の還付申告のみで、JR鹿児
島本線より南側に住んでいる人

17 火
所得税の還付申告のみで、JR鹿児
島本線より北側に住んでいる人

18 水 田園北

19 木 田園南

20 金 新町、芙蓉 〇

24 火 島津、鬼津 〇

25 水 浅木 〇

26 木 若葉台、緑ヶ丘、老良

27 金 東和苑、旧停

★税理士出張相談日……事業や農業などの所得があり、青色申告をする人は「〇」が
ついている日に来場してください。

※この日程で来ることができない場合は、　若松税務署で申告してください。
※税理士の派遣が中止となった場合、専門的な知識が必要な申告の受け付けができ

ない場合があります。

※申告会場が昨年と異なりますので、注意してください。

無
収
入
な
ど
の
住
民
税
申
告

　
国
民
健
康
保
険
税
や
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
算
定
の
た
め
、
無
収
入
な
ど
の
住
民
税

申
告
を
す
る
場
合
は
、
役
場
税
務
課
で
申
告

し
て
く
だ
さ
い
。

●
期
間　
３
月
17
日（
火
）～
３
月
31
日（
火
）

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

●
対
象　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

▽
令
和
７
年
中
に
収
入
が
な
い

▽
遺
族
年
金
な
ど
の
税
金
が
か
か
ら
な
い

収
入
の
み
が
あ
る

　税の申告は、令和７年（１月１日～ 12
月31日）の収入に基づき、町県民税（住
民税）や国民健康保険税の課税資料とな
るほか、所得証明書の発行や介護保険料
の算定など、公的サービスの基礎資料に
もなります。早めに必要書類を準備し、
期間内に申告しましょう。

■ 問い合わせ　課税係
　☎093-293-1237

税町
県
民
税
（
住
民
税
）・
国
民
健
康
保
険
税

の
申
告
が

始
ま
り
ま
す

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
は
、

若
松
税
務
署
で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除（
１
年

目
）を
受
け
る

▽
土
地
や
建
物
、
株
式
な
ど
の
譲
渡

所
得
が
あ
る

▽
先
物
取
引
に
係
る
所
得
が
あ
る

▽
暗
号
資
産
の
売
却
な
ど
に
よ
る
所

得
が
あ
る

▽
配
当
所
得（
総
合
課
税
以
外
）が
あ
る

▽
特
定
口
座
年
間
取
引
報
告
書
が
あ
る

▽
外
国
税
額
控
除
が
あ
る

▽
山
林
所
得
が
あ
る

▽
令
和
６
年
分
以
前
の
申
告
を
す
る

※申告会場では、スムーズに受け付ける
ため、申告受付前に医療費控除明細書、
収支内訳書、青色申告決算書などの添
付書類を確認します。

※申告内容により順番が前後する場合や
受付人数により１時間以上の待ち時間
が発生することがあります。

「持ってくるもの」
を確認の上、事前
に準備して会場に
持って来てね！
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①
収
入
額
を
証
明
す
る
書
類

▽
給
与
や
公
的
年
金
な
ど
の
源

泉
徴
収
票

▽
報
酬
、
謝
礼
な
ど
の
支
払
調
書

▽
個
人
事
業
、
農
業
な
ど
の
収
支

内
訳
書
、
青
色
申
告
決
算
書

▽
個
人
年
金
や
生
命
保
険
の
満
期

保
険
金
な
ど
の
支
払
証
明
書

②
所
得
控
除
額
を
証
明
す
る
書
類

▽
国
民
健
康
保
険
税
の
納
付
額

証
明
書
、
任
意
継
続
の
健
康
保

険
・
建
設
国
保
な
ど
の
保
険
料

領
収
書
、
国
民
年
金
保
険
料
控

除
証
明
書

▽
生
命
保
険
料
、
地
震
保
険
料
の

控
除
証
明
書

▽
障
が
い
者
手
帳
、
障
が
い
者
控

除
対
象
者
認
定
書

▽
ふ
る
さ
と
納
税
な
ど
の
寄
附

金
控
除
用
領
収
書
ま
た
は
寄

附
金
控
除
に
関
す
る
証
明
書

▽
医
療
費
控
除
明
細
書
ま
た
は

医
療
保
険
者
が
発
行
し
た
医

療
費
通
知
書

▽
ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
購

入
の
明
細
書

▽
住
宅
取
得
資
金
に
係
る
借
入

金
の
年
末
残
高
等
証
明
書
、
住

宅
借
入
金
等
特
別
控
除
額
の

計
算
明
細
書

※
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除（
２

年
目
以
降
）を
受
け
る
人
の
み

持
っ
て
く
る
も
の（
①
～
③
の
う
ち
該
当
す
る
も
の
）

③
そ
の
他

▽
本
人
名
義
の
預
貯
金
通
帳

▽
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド
と

顔
写
真
付
き
で
本
人
確
認
が
で

き
る
書
類（
運
転
免
許
証
な
ど
）

▽
令
和
７
年
分
確
定
申
告
の
お
知

ら
せ
は
が
き（
税
務
署
か
ら
届

い
た
人
の
み
）

▽「
一
定
の
取
組
」を
行
っ
た
こ
と

を
証
明
す
る
書
類
や
領
収
書

は
、
５
年
間
保
存
し
て
く
だ
さ

い
。（
添
付
不
要
）

▽
医
療
費
控
除
明
細
書
を
作
成
の

上
、
来
場
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
医
療
保
険
者
が
発
行
し
た
医
療

費
通
知
書
を
添
付
す
る
こ
と
で

医
療
費
の
明
細
の
記
入
を
省
略

で
き
ま
す
。

※
医
療
費
通
知
書
は「
世
帯
主
や

組
合
員
の
氏
名
」「
療
養
を
受

け
た
年
月
」「
療
養
を
受
け
た

被
保
険
者
の
氏
名
」「
療
養
を

受
け
た
病
院
な
ど
の
名
称
」「
被

保
険
者
が
支
払
っ
た
医
療
費
の

額
」「
保
険
者
の
名
称
」が
全
て

記
載
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

医
療
費
控
除
・
セ
ル
フ
メ
デ
ィ

ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
の
注
意
点

日曜日に確定申告できる会場
●日時　3/1（日）9:00 ～ 16:00
●場所　AIMビル（北九州市小倉北区浅野）

所得税の確定申告
●日時　2/16（月）～ 3/16（月）
　9:00 ～ 16:00
※土・日曜日、祝日を除く
●場所　若松税務署
　（北九州市若松区本町）
●対象

次のいずれかに該当する人
▷給与収入が2,000万円を超える
▷給与所得以外に20万円を超える所得がある
（退職所得を除く）

▷公的年金などの収入が400万円を超える
▷個人年金や生命保険の満期保険金などを受け

取った 
▷土地や建物、株式などの譲渡所得がある
▷山林所得がある
▷扶養控除や社会保険料控除、医療費控除、住

宅借入金等特別控除などを受ける 
▷令和６年分以前の申告をする

●その他　次のいずれかの方法で入場整理券を取
得し、来場してください。
▷国税庁公式LINEから事前発行
　（申告希望日の10日前から発行可）
▷会場での当日配布

※電話や窓口での事前発行はできません。
※当日の配布状況によって、後日の来場をお願い

する場合があります。
●問い合わせ　若松税務署　☎093-761-2536

月 日・曜日 対象地区（対象者）
税理士出張
相談日（★）

3

2 月 遠賀川 〇

3 火 木守、虫生津 〇

4 水 上別府 〇

5 木 別府、緑光苑、千代丸 〇

6 金 若松、尾崎 〇

9 月 今古賀 〇

10 火 広渡、道官、中央 〇

11 水 松の本（名字がア～タ行の人）

12 木 松の本（名字がナ行以降の人）

13 金
対象日に来ることができない、JR
鹿児島本線より南側に住んでいる人

16 月
対象日に来ることができない、JR
鹿児島本線より北側に住んでいる人

※令和７年分の消費税申告を行う場合は、税理士出張相談日のうち、３月２日（月）
～６日（金）に来場してください。（事前に収支内訳書や青色申告決算書などを作
成の上、来場してください。）

e-Taxで簡単ネット申告
　パソコンやスマートフォンから、国税庁ホームページの「確
定申告書等作成コーナー」で確定申告書を作成して、そのま
ま送信するだけ！（マイナンバーカードが必要です。）
　24時間利用可能で、添付書類を省略でき、
還付も素早く受けられます。詳しくはe-Tax
ホームページで確認してください。
●問い合わせ　国税庁e-Tax・作成
　コーナー  ヘルプデスク
　☎0570-01-5901 

JR筑豊本線

若　松
区役所

市民
会館

ベイサイド
プラザ若松サンリブ

若戸大橋
（至戸畑）

渡船場 ●

若松駅

洞 海 湾

199

→

若松税務署
（若松港湾合同庁舎内）

インターネットを使えば、おうちで申告できます♪
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